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ト
ガ
シ
イ
ヘ
ハ
ル
富
樫
家
春
務
家
の
子
。
一

に
犠
春
に
作
る
。
法
名
英
遇
。
承
久
の
役
に
後
鳥
羽

突
泉
の
徴
に
腿
じ
、
北
保
朝
時
の
箪
を
越
申
境
洞
に

限
止
せ
ん
と
し
た
が
、
衆
寡
敵
せ
ず
し
て
敗
退
し

た。
ト
ガ
シ
イ
へ

εチ
富
樫
家
温
↓
ト
ガ
Y
イ
ヘ

チ
カ
富
樫
家
近
。

ト
ガ
シ
イ
へ
ヨ
シ
富
樫
家
芸
家
明
の
子
。
高

家
の
弟
。
法
名
英
詮
。
石
川
郡
押
野
に
住
し
て
押
野

殿
と
癖
せ
ら
れ
た
。
貞
和
ご
年
四
局
十
六
日
永
光
寺

の
明
峰
索
哲
を
大
莱
寺
に
岡
諭
し
て
、
寺
地
を
答
逃

し
た
文
書
が
あ
る
。

ト
ガ
シ
ウ
ヂ
富
樫
氏
昌
務
・
延
曹
の
比
の
入

銀
守
府
将
軍
藤
原
利
仁
の
子
叙
用
は
、
蹄
宮
顕
で
あ

っ
た
か
ら
初
め
て
蹄
藤
氏
を
縛
し
た
。
叙
用
の
子
音

信
、
吉
信
の
子
忠
顕
は
共
に
加
賀
介
に
任
ぜ
ら
れ
、

下
っ
て
凶
務
脅
執
っ
た
。
そ
の
子
育
宗
は
子
宗
助
を

生
み
、
宗
助
ま
た
貞
宗
・
家
凶
を
生
ん
だ
。
貞
宗
は

石
川
郡
林
郷
に
民
た
の
で
林
介
と
呼
ば
れ
、
迭
に
林

氏
や
・
胃
し
、
家
閥
兄
の
後
を
承
け
て
富
樫
郷
野

J

市

に
腐
り
、
富
樫
氏
を
胃
し
、
富
樫
介
と
帯
し
た
。
こ

の
富
樫
氏
の
宋
に
山
代
・
久
安
・
抑
野
・
英
聞
の
諸
民

が
出
た
0
.而
し
て
貞
宗
は
貞
光
を
生
み
、
貞
光
は
光

家
・
成
家
を
生
み
、
光
家
に
光
明
・
利
光
・
光
成
・
範
光

四
子
が
あ
っ
た
。
光
明
の
商
か
ら
は
安
閑
t

山
上
・
横

江
・
近
岡
諸
氏
を
出
し
、
成
家
の
子
成
澄
は
倉
光
氏

を
稽
し
、
そ
の
践
に
板
棒
・
白
江
・
宮
永
諸
氏
が
あ
っ

た
。
叉
刺
光
は
大
桑
民
を
稽
し
、
そ
の
商
に
佐
賀
・
石

・
浦
氏
が
あ
り
、
光
成
は
盟
問
民
を
縛
し
、
そ
の
流
に

飯
川
・
藤
弁
・
弘
悶
諸
民
が
あ
り
、
範
光
ま
た
松
任
民

を
胃
し
て
探
族
闘
中
に
充
ち
誠
ち
た
。
今
富
樫
氏
本

宗
の
み
の
系
闘
そ
場
げ
る
と
、
略
次
の
如
く
で
あ
ら

え，。
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ト
ガ
シ
ウ
ヂ
ノ
日
ヨ
ウ
プ
ン
富
樫
氏
の
雨
分

富
樫
氏
は
教
家
の
時
に
及
び
、
家
債
に
闘
す
る
事
識

を
生
じ
、
鑓
に
一
族
勢
力
の
婆
隠
そ
招
致
す
ぺ
き
原

因
と
な
っ
た
。
事
は
嘉
吉
元
年
六
周
十
八
日
教
家
が

将
軍
足
利
義
教
の
意
に
謡
う
て
京
都
か
ら
出
奔
し
た

る
を
以
て
、
義
教
は
三
賀
院
の
鴨
食
で
あ
っ
た
そ
の

弟
で
後
の
泰
高
に
家
を
裂
が
し
め
た
こ
と
か
ら
起

っ
た
。
是
に
於
い
て
教
家
の
被
官
本
折
但
馬
入
道

は
、
幕
府
の
重
臣
畠
山
持
闘
の
庇
殺
に
よ
っ
て
加
賀

に
下
り
、
教
家
の
子
成
春
を
支
持
せ
ん
と
し
た
の
で
、

泰
高
の
被
官
山
川
筑
後
入
道
は
之
に
封
抗
す
る
矯
細

川
持
之
の
援
助
を
得
た
。
嘉
吉
三
年
ご
用
品
川
八
日
筑

後
入
道
及
び
八
郎
父
子
が
京
都
に
於
い
て
自
刃
し
た

の
は
、
貨
に
持
之
の
先
に
卒
去
し
た
に
よ
っ
て
、
敬

家
が
掠
頭
し
、

E
nそ
の
代
官
を
下
凶
せ
し
め
、
蒋

い
で
泰
高
を
疎
罰
せ
ら
れ
る
と
の
風
揮
さ
へ
あ
っ
た

か
ら
、
二
人
の
死
に
代
へ
て
泰
高
に
所
領
を
剣
分
せ

ら
れ
る
こ
と
や
・
詩
ふ
鑓
で
あ
っ
た
。
し
か
も
文
安
ご

年
細
川
勝
元
の
管
領
職
と
な
る
に
及
ん
で
、
務
高
は

叉
勢
を
復
し
、
被
宮
山
川
近
江
守
に
擁
せ
ら
れ
て
加

賀
に
下
ら
ん
と
し
、
勝
元
は
締
軍
の
命
令
・
準
じ
て
彼

を
援
く
べ
き
こ
と
を
地
方
の
諸
議
に
令
し
た
。
か
〈

て
山
川
延
江
守
等
は
、
抽
出
定
の
如
〈
加
賀
に
入
っ
て

事
う
た
と
見
え
、
此
の
年
九
月
岡
凶
に
合
戦
が
あ
っ

て
死
似
蚊
百
に
及
ん
だ
と
、
東
寺
過
去
帳
に
見
え
る
。

耐
し
て
爾
後
の
終
過
が
如
何
に
訴
践
し
た
か
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
逢
に
文
安
四
年
主
用
十
七
日
富
樫
民

解
来
の
所
領
を
ご
分
し
て
、
泰
高
は
商
品
?
を
、
成
春

は
北
牢
を
領
し
、
二
人
共
に
宮
様
介
と
捺
す
る
傍
件

で
妥
協
が
成
立
し
た
。
但
し
加
賀
に
は
多
数
の
本
家

領
も
あ
っ
た
か
ら
、
笛
樫
氏
の
所
領
が
そ
の
南
半
若

し
は
北
牢
の
全
部
に
亙
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
成

春
の
子
政
組
の
時
に
貰
っ
て
、
民
事
一
一
年
饗
高
は
政

親
や
・
減
し
た
0
.

ト
ガ
シ
ウ
ヂ
ハ
ル
寓
樫
氏
器
商
家
の
子
。
正

平
十
年
ハ
文
利
回
ν
足
利
倉
氏
は
、
官
時
宮
方
で
あ
っ

た
足
利
直
各
と
浴
中
に
職
号
て
之
脅
破
っ
た
。
こ
の

役
氏
春
以
下
加
賀
の
軍
は
館
氏
に
鴎
し
た
が
、
氏
春

が
文
和
四
年
卯
用
十
九
日
附
を
以
て
愈
氏
か
ら
受
け

た
感
放
は
、
菊
大
路
家
文
書
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

氏
春
の
夜
年
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
正
平
十
六
年
ハ
康

安
元
V

八
月
サ
五
日
沙
弼
源
逝
の
文
書
に
故
介
氏
春

と
記
す
か
ら
、
こ
の
時
巴
に
物
故
し
て
ゐ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

ト
ガ
シ
カ
イ

F
ウ
富
纏
海
謹
江
沼
郡
に
臆
す

る
。
江
沼
志
稿
に
、
小
鹿
辻
に
紋
兵
衛
山
・
小
四
郎

山
と
い
ふ
松
山
が
あ
り
、
そ
の
聞
か
ら
敷
地
寺
ヶ
坂

ヘ
出
る
道
を
富
樫
海
道
と
い
ふ
と
あ
る
。
問
書
に
叉

伊
切
か
ら
讃
佐
美
・
日
宋
に
去
る
ま
で
の
聞
に
も
そ

の
名
が
あ
る
と
記
す
る
。

. 
き

H 

ー

ト
ガ
シ
カ
フ
富
樫
家
龍
三
加
。
加
賀
の
守
謎

富
樫
氏
の
系
綿
で
、
陪
悦
の
停
を
載
せ
て
あ
る
が
、

後
人
の
編
纂
す
る
所
で
、
事
貨
の
古
記
録
と
符
合
せ

ざ
る
貼
が
多
い
。

ト
ガ
シ
方
ン
チ
モ
ノ
ガ
タ
リ
富
樫
勤
智
物
詰

越
賀
雑
記
に
本
醤
は
勅
智
の
家
人
竹
松
隼
人
の
停
で

あ
る
と
書
い
で
あ
る
。
叉
鋤
智
物
訴
を
按
悲
し
た
竹

松
隼
人
物
詩
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
勘
智
を
税
知
と
も

書
い
て
あ
る
が
、
何
人
で
あ
る
か
詳
か
で
な
い
。
後

の
官
智
論
叉
は
宮
地
論
の
書
名
は
是
か
ら
生
じ
た
の

で
あ
ら
う
。

E
F
ガ
シ
キ
富
樫
記
一
加
。
長
亭
ご
年
一
向
宗

門
徒
の
震
に
富
樫
政
親
の
滅
亡
せ
し
め
ら
れ
た
次
第

を
片
般
名
交
り
に
記
し
た
も
の
。
類
似
の
も
の
が
数

本
あ
る
が
、
凡
ぺ
て
同
一
系
統
に
毘
ず
る
。

ト
ガ
シ
ケ
イ
ズ
富
樫
菜
園
一
加
。
加
賀
の
守

秘
富
樫
氏
の
系
闘
で
、
隼
阜
分
脈
の
記
械
を
基
礎
と

し
、
そ
の
末
を
醤
添
へ
た
も
の
ら
し
く
見
え
る
。

ト
ガ
シ
ゴ
ウ
富
纏
郷
石
川
郡
の
古
郷
各
で
、

和
名
抄
に
は
『
石
川
郡
富
鶴
、
土
無
加
之
』
と
記
さ

れ
て
腐
る
が
、
そ
れ
は
認
で
、
積
質
之
と
訓
む
べ
き

で
あ
ら
う
。

ト
ガ
シ
ョ
ウ
チ
ヨ
富
樫
牽
千
代
富
樫
政
親
の

薦
。
白
山
富
荘
厳
講
中
記
録
に
、
『
究
明
六
年
七
月

サ
六
日
諮
官
制
錨
富
樫
次
郎
殿
幸
千
代
殿
御
兄

弟
。
時
守
謎
代
額
熊
夜
叉
殿
与
力
深
井
阿
骨
狩
野
伊

賀
入
選
此
面
々
ハ
幸
千
代
殿
方
高
田
之
土
岡
山
同
心
也
。
』

と
あ
る
の
は
、
富
樫
幸
千
代
が
守
謎
代
額
熊
夜
叉
等

に
奉
ぜ
ら
れ
て
、
兄
政
親
の
所
領
を
奪
は
ん
と
し
、
専

修
寺
波
の
土
民
も
亦
之
に
同
意
し
た
こ
と
を
い
ふ
も

の
で
あ
る
。
笛
時
能
美
郡
山

J

内
に
盤
跨
し
て
ゐ
た

政
親
の
臣
山
川
三
河
守
は
、
そ
の
黛
本
折
租
繭
・
槻

橋
脚
盟
後
守
と
共
に
、
十
月
十
六
日
白
山
本
宮
に
出
張

五
八
一


